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１．委託研究開発契約書



委託研究開発契約書

（額の確定）

第18条の3 甲は、第18条の2の検査の結果、委託研究開発費の支出状況
が適切であると認めたときは、当事業年度における委託研究開発費の上
限額と本委託研究開発の実施に要した経費の額のうち適切と認めた額と
のいずれか低い金額を、甲が当事業年度において支払うべき委託研究開
発費の額として確定し、乙に通知する。

2 乙は、既に支払を受けた委託研究開発費が前項で確定した委託研究開
発費の額を超過する場合は、その超過金額を甲の定める期限までに返還
しなければならない。

3 乙は、前項の超過金額を前項の期限までに納付しなかったときは、納付
期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、延滞金を甲に支払うものとす
る。この場合において、延滞金は、その未納付額につき年10.95％の割合で
計算した額の範囲内で甲により定めるものとする。



委託研究開発契約書

（契約の解除）

第20条

～中略～

3 乙は、前項の規定により委託研究開発費を返還するときは、返還に係る委託研究開発費の受

領の日から納付の日までの日数に応じ、加算金を甲に支払うものとする。この場合において、加
算金は、当該委託研究開発費の額（その一部を納付した場合におけるその後の期間については、
既納額を控除した額）につき年10.95％の割合で計算した額の範囲内で甲により定めるものとする。

4 乙は、第2項の期限までに委託研究開発費を納付しなかったときは、納付期日の翌日から納付

の日までの日数に応じ、延滞金を甲に支払うものとする。この場合において、延滞金は、その未納
付額につき年10.95％の割合で計算した額の範囲内で甲により定めるものとする。

5 第2項ないし第4項の規定は、本契約終了後において第1項各号のいずれかに該当する事由が
生じた場合においても適用があるものとする。



２．委託研究開発契約事務処理説明書



委託研究開発契約事務処理説明書

Ⅲ．委託研究開発契約の変更・中止・廃止の手続

２．委託研究開発契約の変更に係る留意事項

AMEDでは必要と認める課題について、中間評価を実施することが
あります。評価結果によっては、PS、PO等の総合的な判断により
AMEDが課題の中止（早期終了）や延長等を決定することがあります。

それに伴い委託期間や委託研究開発費の変更等、委託研究開発契
約を変更する必要がある場合は、委託研究開発契約変更契約書を取
り交わします。



委託研究開発契約事務処理説明書

Ⅳ．執行について

４．直接経費の取扱い

（４）＜その他＞

⑪ 倫理審査費用について

臨床研究法（平成29年法律第16号）に基づき設置した認定臨床研究

審査委員会の審査に係る費用（審査費用）については、研究機関の
規程に基づき適正に計上してください。



３．医療研究推進事業費補助金取扱要領



医療研究推進事業費補助金取扱要領

（補助金の額の確定等）

第19条

～中略～

3 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から20日以

内とし、機構は、期限内に納付がない場合は、納期日の翌日から納
付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95％の割合で計
算した延滞金を徴収するものとする。



医療研究推進事業費補助金取扱要領

（交付決定の取消等）

第21条

～中略～

2 機構は、前項各号のいずれかの事由に該当するとして補助金の交付の決定を取り消

した場合において、補助事業の当該取消に係る部分に関し、すでに補助金が交付されて
いるときは、期限を定めて、その補助金の全部又は一部の返還を命ずる。

3 機構は、前項の返還を命ずる場合には、その命令に係る補助金の額（その一部を納
付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額）につき年10.95％の
割合で計算した加算金の納付を合わせて命ずるものとする。

4 第2項に基づく補助金の返還及び前項の加算金の納付については、第19条第3項の
規定を準用する。

5 第1項ないし前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があっ
た後においても適用があるものとする。



４．補助事業事務処理説明書



補助事業事務処理説明書

Ⅳ．執行について

４．各費目の取扱い

（４）＜その他＞

⑪ 倫理審査費用について

臨床研究法（平成29年法律第16号）に基づき設置した認定臨床研究

審査委員会の審査に係る費用（審査費用）については、研究機関の
規程に基づき適正に計上してください。



補助事業事務処理説明書

Ⅳ．執行について

１１．実施機関における管理体制、不正行為等への対応について

（５）不正行為等に対する措置

●不正行為・不正使用・不正受給が認められた場合について

１）交付決定の取消し等

AMEDは、本事業において不正行為等が認められた場合は、実施機関に対し、交
付決定を取消し、補助金の全部又は一部の返還を求めます。返還にあたっては、
返還に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額
（その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した
額）につき年10.95％の割合で計算した加算金を付することとします。



５．補助事業収支決算書



補助事業収支決算書

【報告様式1-1】収支決算書

平成30年度より様式を次のとおり変更します。



補助事業収支決算書
（ 報告様式１－１ ）

課題管理番号 18zz0000j0000 補助率 1 （単位：円）

直接経費

間接経費／一般管理費

合計

10,000

10,000

40,000

52,000

9,200

11,200

10,200

9,400

交付決定額
（A）

補助対象経費×補助率
（E）

備考欄

繰越額

差引 

10,000

3,000

13,000

0 0

12,000

-800

1,200

200

-600

0

0

13,000

9,200

11,200

40,000

機関名
受けるべき補助金の額

（F＝Min(C,E））

収 支 決 算 書

総額

流用額
（B）

流用後額
（C（＝A＋B））

0 52,800 52,00065,000

合計

間接経費／一般管理費

返還額

自己充当額

直
接
経
費

物品費

旅費

人件費・謝金

その他

10,000

10,000 11,200

40,000

12,000

9,400

12,000

10,200

9,400

11,000

0

800

補助対象経費
（D）

52,800

9,200

11,200

11,000

9,400

40,800

12,000

40,800

12,000

9,200



６．研究開発参加者リスト/補助事業参加者リスト



研究開発参加者リスト/補助事業参加者リスト

委託：【計画様式1-1】研究開発参加者リスト

補助：【計画様式3】補助事業参加者リスト

• 研究開発参加者リストは常に最新に！（平成29年度版）

• 平成30年度より研究開発参加者リストの様式が大幅に変更となりま
す。

事業者周知文1228.pptx


研究開発参加者リスト

計画様式１付属資料１ 作成日平成XX年XX月XX日

＜研究開発参加者リスト＞平成30年度 課題管理番号 18xx0000000h0001

研究開発課題名：◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

開始年月日 終了年月日

医療　一郎 国立大学法人▲▲大学　大学院●●研究科■■専攻 教授 xxxxxxxx 研究開発代表者 ■■■■■■■■■■■■ 平成30年4月1日 平成31年3月31日 ―

研究　二郎 国立大学法人■■大学　大学院●●研究科■■専攻 准教授 yyyyyyyy 研究開発分担者 ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 平成30年4月1日 平成31年3月31日 ●

開発　三郎 国立大学法人■■大学　大学院●●研究科■■専攻 特任研究員 zzzzzzzz 研究参加者 ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲に関する分析 平成30年4月1日 平成31年3月31日 ―

氏名
分担研究開発課題名（分担研究開発課題名が無い場

合は実施内容）

本事業における役割
（研究開発代表者、
研究開発分担者、研
究参加者ほか各事業
で定める役割等）

所属
機関で定める

役職名

参画期間（当該年度）

e-Rad研究者
番号

再委託契約の対
象

計画様式１付属資料１ 作成日 平成XX年XX月XX日

＜研究開発参加者リスト＞平成29年度

研究開発課題名：◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 課題管理番号：　　　　　　　　　　　　　　　　　

開始年月 終了年月

医療　一郎 国立大学法人▲▲大学　大学院●●研究科■■専攻 教授 xxxxxxxx 研究開発代表者 ■■■■■■■■■■■■ 2013年4月1日 2018年3月31日 15 ● ― ― ―

研究　二郎 国立大学法人■■大学　大学院●●研究科■■専攻 准教授 yyyyyyyy 研究開発分担者 ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 2015年4月1日 2018年3月31日 10 ― ● ― ―

開発　三郎 国立大学法人■■大学　大学院●●研究科■■専攻 特任研究員 zzzzzzzz 研究員 ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲に関する分析 2015年4月1日 2016年3月31日 100 ― ― ● ―

氏名
分担研究開発課題名（分担研究開発課題名が無い場

合は実施内容）

本事業における
役割（研究開発
代表者、研究開
発分担者、ほか
各事業で定める

役割等）

所属 役職
エフォー
ト（％）

参画期間
機構委託
費人件費
対象者

自己資金
人件費対

象者

機構との
契約締結
の有無

（研究開
発担当者
記載の有

無）

再委託契
約の対象

e-Rad研究者
番号

【計画様式1-1】

＜従来＞

＜新様式＞

「エフォート」・「機構との契約締結の有無」・「人
件費対象者」・「自己資金人件費対象者」
の欄を省略しました。



補助事業参加者リスト
【計画様式3】

＜従来＞

＜新様式＞

補助事業課題名：◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

開始年月 終了年月

医療　一郎 国立大学法人▲▲大学　大学院●●研究科■■専攻 教授 xxxxxxxx 補助事業代表者 ■■■■■■■■■■■■ 2013年4月1日 2018年3月31日 15 ― ―

研究　二郎 国立大学法人■■大学　大学院●●研究科■■専攻 准教授 yyyyyyyy 補助事業分担者 ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 2015年4月1日 2018年3月31日 10 ― ―

開発　三郎 国立大学法人■■大学　大学院●●研究科■■専攻 特任研究員 zzzzzzzz 研究員 ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲に関する分析 2015年4月1日 2016年3月31日 100 ― ●

氏 名
分担補助事業課題名

（分担補助事業課題名が無い場合は実施内容）

本事業における役割
（補助事業代表者、
 補助事業分担者、

 ほか各事業で定める
役割等）

所  属 役 職
ｴﾌｫｰﾄ
（％）

参画期間 機構
補助金
人件費
対象者

委託の対象
e-Rad研究者

番号

補助事業課題名：◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

開始年月日 終了年月日

医療　一郎 国立大学法人▲▲大学　大学院●●研究科■■専攻 教授 xxxxxxxx 補助事業代表者 ■■■■■■■■■■■■ 平成30年4月1日 平成31年3月31日 ―

研究　二郎 国立大学法人■■大学　大学院●●研究科■■専攻 准教授 yyyyyyyy 補助事業分担者 ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 平成30年4月1日 平成31年3月31日 ―

開発　三郎 国立大学法人■■大学　大学院●●研究科■■専攻 特任研究員 zzzzzzzz 補助事業参加者 ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲に関する分析 平成30年4月1日 平成31年3月31日 ―

氏 名
分担補助事業課題名

（分担補助事業課題名が無い場合は実施内容）

本事業における役割
（補助事業代表者、
 補助事業分担者、補

助事業参加者
 ほか各事業で定める

役割等）

所  属 役 職

参画期間（当該年度）

e-Rad研究者
番号

委託契約の対象




